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会
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本
会
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１１

裁
判
所
の
休
日
に
関
す
る
法
律
案

衆

六
三
、
九
、
二
二

六
三
、
九
、
二
二

　
　
（
予
）

六
三
、
一
二
、
八

可
　
　
決

　

六
三
、
一
二
、
九

可
　
　
決

六
三
、
九
、
二
二

　
六
三
、
一
一
、
一
八

　

可
　
　
決

六
三
、
一
一
、
一
八

可
　
　
決

　
1
6　

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

"

一
一
、
二
二

一
一
、
二
二

（
予
）

　
　
一
二
、
二
〇

可
　
　
決

　　

一
二
、
二
一

可
　
　
決

一
一
、
二
二

　
　　

一
二
、
二
〇

可
　
　
決

　
　
一
二
、
二
〇

可
　
　
決

　
1
7　

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

"

一
一
、
二
二

一
一
、
二
二

（
予
）

　

　
一
二
、
二
〇

可
　
　
決

　
　
一
二
、
二
一

可
　
　
決

一
一
、
二
二　
　
　
一
二
、
二
〇

可
　
　
決

　
　
一
二
、
二
〇

可
　
　
決

裁
判
所
の
休
日
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
一
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
裁
判
所
に
お
い
て
も
週
休
二
日
制
を
推
進
す
る
た

め
、
土
曜
閉
庁
方
式
を
導
入
す
る
た
め
の
法
整
備
を
行
お
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
及
び

　
年
末
年
始
に
、
毎
月
の
第
二
及
び
第
四
土
曜
日
を
加
え
た
日
を
裁

　
判
所
の
休
日
と
定
め
、
裁
判
所
の
執
務
は
原
則
と
し
て
行
わ
な
い

　
も
の
と
す
る
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て
裁
判
所
が
権
限
を
行
使
す

　
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
示
す
る
。

二
、
司
法
行
政
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
裁
判
所
に
対
す
る
申
し
立

　
て
、
届
け
出
等
の
行
為
の
期
限
が
裁
判
所
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、

　
特
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
翌
日
を
も
っ
て
期
限
と

　
み
な
す
等
、
裁
判
所
の
休
日
に
関
し
て
所
要
の
法
整
備
を
行
う
。

三
、
検
察
審
査
会
の
休
日
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
休
日
と
同
様
の
法



　
整
備
を
行
う
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範

　
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
裁
判
所
の
休
日
に
関
す
る
法
律
案

に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び
に
結
果

を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
裁
判
所
に
お
い
て
土
曜
閉
庁
方
式
に
よ
る
週
休
二

日
制
を
実
施
す
る
た
め
、
従
来
か
ら
休
日
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
日

曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
及
び
年
末
年

始
に
、
毎
月
の
第
二
及
び
第
四
土
曜
日
を
加
え
た
日
を
裁
判
所
の
休

日
と
定
め
、
そ
の
日
に
は
裁
判
所
の
執
務
を
原
則
と
し
て
行
わ
な
い

も
の
と
す
る
ほ
か
、
こ
れ
に
伴
い
、
裁
判
所
に
対
す
る
申
し
立
て
、

届
け
出
等
の
行
為
の
期
限
及
び
期
間
計
算
に
関
し
て
特
例
を
設
け
、

ま
た
、
検
察
審
査
会
の
休
日
を
裁
判
所
の
休
日
と
同
様
に
定
め
る
な

ど
、
所
要
の
法
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
土
曜
閉
庁
方
式
を
導
入
す
る
必
要
性
、

裁
判
所
に
お
け
る
執
務
体
制
の
あ
り
方
、
土
曜
閉
庁
と
国
民
の
裁
判

を
受
け
る
権
利
と
の
関
係
等
に
つ
き
ま
し
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ

て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
下
稲
葉
理
事
よ
り
、
土
曜
閉
庁
に
対

処
す
る
た
め
の
執
務
体
制
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
自
由
民
主
党
、
日

本
社
会
党
・
護
憲
共
同
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
日
本
共
産
党
、
民

社
党
・
国
民
連
合
及
び
西
川
委
員
共
同
提
案
に
係
る
附
帯
決
議
案
が

提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に

決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
一
六
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
裁
判
官

に
つ
い
て
も
、
一
般
の
政
府
職
員
の
例
に
準
じ
て
、
そ
の
報
酬
月
額

の
改
定
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一
、
最
高
裁
判
所
長
官
、
最
高
裁
判
所
判
事
及
び
高
等
裁
判
所
長
官



　
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
特
別

　
職
の
職
員
の
俸
給
の
増
額
に
準
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す

　
る
。

二
、
判
事
、
判
事
補
及
び
簡
易
裁
判
所
判
事
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、

　
お
お
む
ね
そ
の
額
に
お
い
て
こ
れ
に
対
応
す
る
一
般
職
の
職
員
の

　
俸
給
の
増
額
に
準
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す
る
。

三
、
以
上
の
改
定
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

　
行
う
。

委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務

委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
両
法
律
案
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
こ
の
例

に
準
じ
て
、
裁
判
官
及
び
検
察
官
の
給
与
を
改
定
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、

裁
判
官
及
び
検
察
官
の
給
与
の
区
分
の
立
て
方
と
一
般
の
政
府
職
員

の
給
与
と
の
対
応
関
係
、
初
任
給
調
整
手
当
の
見
直
し
、
裁
判
官
の

昇
給
の
運
用
等
に
つ
き
ま
し
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳

細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
両
法
律
案
を
順
次
採
決
し
た
結
果
、
い
ず
れ
も

全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し

ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
一
七
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
検
察
官

に
つ
い
て
も
、
一
般
の
政
府
職
員
の
例
に
準
じ
て
、
そ
の
俸
給
月
額

の
改
定
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び
検
事
長
の
俸
給
に
つ
い
て
は
、
お

　
お
む
ね
国
務
大
臣
そ
の
他
の
特
別
職
の
職
員
の
俸
給
の
増
額
に
準

　
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す
る
。

二
、
検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
そ
の
額
に

　
お
い
て
こ
れ
に
対
応
す
る
一
般
職
の
職
員
の
俸
給
の
増
額
に
準
じ

　
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
増
額
す
る
。

三
、
以
上
の
改
定
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て



行
う
。

委
員
長
報
告
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